
別紙１

独立委員会規程の概要

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付等への対抗措置の発動等に関する取締役会の
恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を担保することを目的として、取締
役会の諮問機関として、設置される。

２．独立委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1)社外取締役、(2)社外監
査役又は(3)社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又は
これらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。な
お、当社は、独立委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規程を含む契約を締結す
る。

３．独立委員会の委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社取締役会
の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

４．独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員が招集する。
５．独立委員会の議長は、各独立委員の互選により選定される。
６．独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、

独立委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、独立委員の過半数が出席し、
その過半数をもってこれを行う。

７．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付し
て当社取締役会に対して勧告する。

(1) 本対応策に係る対抗措置の発動の是非
(2) 本対応策に係る対抗措置の中止又は発動の停止
(3) 本対応策の廃止及び変更
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(4) その他本対応策に関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
各独立委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利

益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ること
を目的としてはならない。

８．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、
独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。

９．独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した
外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル
タントその他の専門家を含む。）から助言を得ることができる。

以　上

010_0533001102906.indd   28 2017/05/25   13:38:30



別紙２

独立委員会委員の略歴（五十音順）

奥島 孝康（おくしま たかやす）
昭和51年 ４月 早稲田大学法学部教授
平成 ６年11月 早稲田大学総長
平成20年11月 日本高等学校野球連盟会長
平成24年 ４月 白鴎大学学長（現任）

鍛冶 良明（かじ よしあき）
平成 ４年 ４月 弁護士登録

鍛冶法律事務所入所（現任）
平成15年 ６月 当社社外監査役
平成19年 ９月 株式会社オーネックス 社外監査役（現任）

丸山 恵一郎（まるやま けいいちろう）
平成10年 ４月 弁護士登録

名川・岡村法律事務所入所（現任）
平成13年 １月 名川・岡村法律事務所副所長（現任）
平成21年 ５月 東京音楽大学理事（現任）
平成26年 ４月 最高裁判所司法研修所教官（刑事弁護）
平成28年 ６月 当社社外監査役（現任）

（注） 丸山恵一郎氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
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別紙３ 

当社の大株主の株式保有状況

平成29年３月31日現在

氏名又は名称 所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

大一殖産株式会社 38,315 11.87
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER 
INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE 
EQUITY TRUST（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

15,490 4.80

戸　田　秀　茂 13,912 4.31
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 11,496 3.56
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED 
PENSION FUNDS（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 9,542 2.95

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,924 2.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,908 2.45
三　宅　良　彦 7,027 2.17
戸　田　博　子 6,611 2.04
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（リテール信託口　620090811） 6,002 1.86

計 125,230 38.81
（注） 上記のほか当社所有の自己株式15,134千株があります。
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別紙４ 

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を
当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者（いわ
ゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企
業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会
社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の
債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証
券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは係る
一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜けをする目的で当社の株式等の
取得を行っていると判断される場合 

５．買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株式等の
全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買
付け等の株式等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、
株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合 
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別紙５

新株予約権無償割当ての概要

１．本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当

て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といいます。）におけ
る当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上
限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、同時点に

おいて、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償
割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数

（以下「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において
別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとし
ます。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社

普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とし
ます。

６．本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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７．本新株予約権の行使条件
(1)特定大量保有者11、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者12、(4)特定大量買付者の特別関

係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若
しくは承継した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者13（これらの者を総称して、以下「非
適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使
条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

８．当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新株予約権を取得し、これと

引き換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、非
適格者が保有する本新株予約権を取得する場合、その対価として金銭等の交付は行わないこととします。

本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が
別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定めるものとします。

11 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上である者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、そ
の者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定
める者は、これに該当しないこととします。

12 公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等を意味します。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法
第27条の２第１項に定義される買付け等を意味します。以下本注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるもの
として金融商品取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20％以上となる者、又は、こ
れに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が
認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその
者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３
項に定義される場合をいいます。）をいいます。
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（ご参考）

本対応策の手続きに関するフロー図

企業価値・株主共同の
利益を著しく損なわない 

取締役会評価期間
不遵守の買付け

企業価値・株主共同の
利益を著しく損なう 

取締役会評価期間（原則、最大60日又は最大90日）

買付者等の出現 

意向表明書、本必要情報の提出を要請 

取締役会による 
評価、意見形成、代替案

立案等 

対抗措置の発動 
【取締役会にて発動を決議】

対抗措置の不発動 
【取締役会にて不発動を決議】 

独立委員会に
よる検討 

独立委員会による 
発動の勧告 

独立委員会による 
不発動の勧告 

勧告を 
最大限尊重 

勧告を 
最大限尊重 

本対応策のルールを遵守した場合
 （意向表明書、本必要情報を提出） 

本対応策のルールを 
遵守しない場合 

（意向表明書、本必要情報の不提出） 

取締役会 

※このスキーム図は本対応策の概要をわかりやすく表示したものです。具体的な対応策の内容については本文をご参照下さい。
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